
 

浦安市規則第７号 

 

浦安市公用自動車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する規 

則の一部を改正する規則 

 

浦安市公用自動車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する規則（令和２

年規則第55号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第３号中「浦安市個人情報保護条例（平成15年条例第32号）第

６条第１項ただし書」を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第69条第１項又は第２項第１号、第３号若しくは第４号」に改める。 

第10条の見出し中「個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律」

に改め、同条中「浦安市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律」

に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


